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① 携帯電話に、左の画面のようなメールが届く。

② 記載されている電話番号に掛けると「確か

に登録されております。今日中に支払い頂

けない場合は裁判となります。」と伝え、
③ 「コンビニで電子マネーを購入して番号
を教えてください。」などと言われ、
④ 電子マネー購入後、番号を伝えだまし取られる。

兵 庫 県 警 察

◇ サイトを閲覧しただけで料金請求されることはありません！
◇ 「電子マネー（ウェブマネー、アマゾンギフト等）の番号を

教えて」等と言われたら詐欺です！
◇ 迷わず、警察に相談してください！

ご利用料金のお支払
い確認が出来ておりま

せん。
本日中に、
03-××××-××××

お客様サポートセンタ

ー迄ご連絡ください。

電子マネーは、

・カードタイプ（コンビニエンスストアや量販店で販売）

・シートタイプ（コンビニエンスストアのマルチメディア端末で販売）があり1,500円

から５万円分の使い切りのものが主流となっています

犯人の手口

～防犯ポイント～

現役世代

44%その他の世代

56% 令和元年中（６月14日時点）で、電子マネーによる被害者のうち、

半数近くが、現役世代の被害でした。

若いからといって油断は禁物です！！

手口を知って、詐欺被害にあわないようにしましょう。

※現役世代･･･60歳未満の有職者

（会社員、アルバイト、パート、公務員）

現役世代の被害が

多発しています！！


